
(57)【要約】

【課題】就寝者の体動以外の振動に起因して体動信号に

ノイズが重畳しても、就寝者の離床判定を精度良く行う

ことができる離床判定装置を提供する。

【解決手段】離床判定装置には、就寝者の体動に伴う体

動信号を検出する睡眠センサ（20）と、体動信号から就

寝者の呼吸に伴う呼吸信号を抽出する呼吸抽出手段（32

）と、体動信号から就寝者の心拍に伴う心拍信号を抽出

する心拍抽出信号を抽出する心拍抽出手段（33）とが設

けられる。離床判定手段は、体動信号、呼吸信号、及び

心拍信号のうち、２つ以上の信号レベルが、各信号に対

応する離床判定閾値以下となると、就寝者が離床してい

ると判定する。

【選択図】図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 就 寝 者 の 体 動 を 検 出 し て 体 動 信 号 を 出 力 す る た め の 体 動 検 知 手 段 （ 20） と 、
　 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 呼 吸 に 伴 う 呼 吸 信 号 を 抽 出 す る 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） と 、
　 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 心 拍 に 伴 う 心 拍 信 号 を 抽 出 す る 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） と 、
　 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を そ れ ぞ れ 記 憶 す る と
共 に 、 該 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち ２ つ 以 上 の 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対 応
す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 に な る と 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 す る 判 定 手 段 （ 34） と を 備
え る こ と を 特 徴 と す る 離 床 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 を 記 憶 す る と 共 に 、 記 憶 さ れ た 上 記 体 動 信 号 、
呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 に 基 づ い て 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を 修 正 す る 更 新 手 段 （
36） を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 離 床 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 就 寝 者 の 体 動 を 検 出 し て 体 動 信 号 を 出 力 す る た め の 体 動 検 知 手 段 （ 20） と 、
　 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 呼 吸 に 伴 う 呼 吸 信 号 を 抽 出 す る 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） と 、
　 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 心 拍 に 伴 う 心 拍 信 号 を 抽 出 す る 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） と 、
　 上 記 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を そ れ ぞ れ 記 憶 す る と 共 に 、 呼 吸 信
号 及 び 心 拍 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 に な る と 、 就 寝 者 が 離
床 し て い る と 判 定 す る 判 定 手 段 （ 34） と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 離 床 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に お い て 、
　 上 記 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 を 記 憶 す る と 共 に 、 記 憶 さ れ た 上 記 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 に
基 づ い て 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を 修 正 す る 更 新 手 段 （ 36） を 備 え て い る こ と を 特
徴 と す る 離 床 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ に お い て 、
　 上 記 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 、 就 寝 者 の 粗 体 動 と 微 体 動 と の 境 界 レ ベ ル と し て 設 定 さ れ
る 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る 状 態 で は 、 上 記 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 禁 止 す る こ と を
特 徴 と す る 離 床 判 定 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に お い て 、
　 判 定 手 段 （ 34） の 離 床 判 定 の 開 始 の タ イ ミ ン グ を 判 定 す る 開 始 判 定 時 に 、 上 記 体 動 信 号
の 信 号 レ ベ ル が 上 記 体 動 判 定 閾 値 以 下 の 状 態 で あ り 、 且 つ 該 開 始 判 定 時 の 所 定 時 間 前 の 体
動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 っ て い た 場 合 、 上 記 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床
判 定 を 開 始 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 離 床 判 定 装 置 。

　
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 就 寝 者 が ベ ッ ド 等 の 寝 具 に 在 床 中 で あ る か 離 床 中 で あ る か を 判 定 す る 離 床 判
定 装 置 に 係 る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 就 寝 者 が ベ ッ ド 等 の 寝 具 に 存 在 し て い る か 否 か を 判 定 す る 離 床 判 定 装 置 が 知
ら れ て お り 、 就 寝 者 の 就 寝 状 態 を モ ニ タ リ ン グ す る 睡 眠 検 出 装 置 等 に 適 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 例 え ば 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い る 離 床 判 定 装 置 は 、 就 寝 者 の 体 動 を 検 出 し て 体 動 信 号
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を 出 力 す る 体 動 検 知 手 段 と し て の 圧 電 素 子 と 、 こ の 圧 電 素 子 と 電 気 配 線 を 介 し て 接 続 さ れ
る 回 路 ユ ニ ッ ト と を 備 え て い る 。 上 記 圧 電 素 子 は 、 例 え ば ベ ッ ド 等 の 寝 具 の 表 面 に 張 り 付
け ら れ て お り 、 就 寝 者 の 体 動 に 伴 う 振 動 を 電 圧 に 変 換 し て 回 路 ユ ニ ッ ト に 出 力 す る 。 な お
、 回 路 ユ ニ ッ ト に 入 力 さ れ る 体 動 信 号 は 、 就 寝 者 の 呼 吸 ・ 心 拍 に 由 来 す る 微 体 動 と 、 就 寝
者 の 寝 返 り 時 、 入 床 時 、 離 床 時 等 に 生 起 す る 体 の 動 き に 由 来 す る 粗 体 動 と が 重 畳 し て 検 出
さ れ る も の と な る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 上 記 回 路 ユ ニ ッ ト で は 、 平 滑 回 路 や 増 幅 回 路 等 に よ っ て 体 動 信 号 が 所 定 レ ベ ル に 変 調 さ
れ る 。 そ の 後 、 回 路 ユ ニ ッ ト で は 、 前 処 理 さ れ た 後 の 体 動 信 号 と 、 就 寝 者 の 離 床 ／ 在 床 判
定 を 行 う た め の 閾 値 と し て 設 定 さ れ た 離 床 判 定 閾 値 と の 比 較 が 行 わ れ る 。 具 体 的 に 、 回 路
ユ ニ ッ ト で は 、 体 動 信 号 の レ ベ ル が 離 床 判 定 閾 値 よ り も 所 定 時 間 以 上 継 続 し て 大 き い 場 合
に は 、 就 寝 者 が 寝 具 の 上 に 存 在 し て い る （ 在 床 ） と 判 定 さ れ る 一 方 、 体 動 信 号 の レ ベ ル が
離 床 判 定 閾 値 以 下 と な る 場 合 に は 、 就 寝 者 が 寝 具 か ら 離 れ て い る （ 離 床 ） と 判 定 さ れ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ５ － １ ５ ５ １ ７ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 述 の よ う に 、 特 許 文 献 １ に 開 示 の 離 床 判 定 装 置 で は 、 体 動 信 号 と 、 離 床 判 定 閾 値 と の
大 小 を 比 較 す る こ と で 、 就 寝 者 の 離 床 ／ 在 床 判 定 を 行 う よ う に し て い る 。 と こ ろ が 、 例 え
ば 就 寝 者 の 寝 室 に 振 動 源 が あ り 、 寝 具 に 振 動 が 伝 わ っ て し ま う よ う な 環 境 条 件 で は 、 体 動
信 号 に ノ イ ズ が 重 畳 し て し ま う た め 、 就 寝 者 の 離 床 ／ 在 床 判 定 に 誤 り が 生 じ て し ま う 恐 れ
が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 か か る 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 就 寝 者 の 体 動 以 外 の 振
動 に 起 因 し て 体 動 信 号 に ノ イ ズ が 重 畳 し て も 、 就 寝 者 の 離 床 ／ 在 床 判 定 を 精 度 良 く 行 う こ
と が で き る 離 床 判 定 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 第 １ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 は 、 就 寝 者 の 体 動 を 検 出 し て 体 動 信 号 を 出 力 す る た め の 体 動
検 知 手 段 （ 20） と 、 該 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 呼 吸 に 伴 う 呼 吸 信 号 を 抽 出 す る 呼 吸 抽 出 手 段
（ 32） と 、 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 心 拍 に 伴 う 心 拍 信 号 を 抽 出 す る 心 拍 抽 出 手 段 （ 33）
と 、 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を そ れ ぞ れ 記 憶 す る
と 共 に 、 該 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち ２ つ 以 上 の 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対
応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 に な る と 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 す る 判 定 手 段 （ 34） と を
備 え る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 第 １ の 発 明 で は 、 体 動 検 知 手 段 （ 20） に よ っ て 就 寝 者 の 体 動 に 伴 う 体 動 信 号 が 検 出 さ れ
る 。 こ の 体 動 信 号 に は 、 就 寝 者 の 呼 吸 ・ 心 拍 に 由 来 す る 振 動 （ 微 体 動 ） の 信 号 成 分 と 、 就
寝 者 の 寝 返 り 時 、 入 床 時 、 離 床 時 等 に 生 起 す る 振 動 （ 粗 体 動 ） の 信 号 成 分 と が 含 ま れ る こ
と に な る 。 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） は 、 こ れ ら 複 数 の 成 分 が 重 畳 さ れ た 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の
呼 吸 に 由 来 す る 成 分 を 抽 出 し た 信 号 （ 呼 吸 信 号 ） を 得 る 。 ま た 、 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） は 、
上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 心 拍 に 由 来 す る 成 分 を 抽 出 し た 信 号 （ 心 拍 信 号 ） を 得 る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 一 方 、 判 定 手 段 （ 34） に は 、 就 寝 者 の 離 床 判 定 を 行 う た め の ３ つ の 離 床 判 定 閾 値 が 記 憶
さ れ る 。 具 体 的 に 、 判 定 手 段 （ 34） は 、 上 記 体 動 信 号 と の 比 較 対 象 と な る 離 床 判 定 閾 値 （
以 下 、 体 動 離 床 判 定 閾 値 と 称 す ） と 、 上 記 呼 吸 信 号 と の 比 較 対 象 と な る 離 床 判 定 閾 値 （ 以
下 、 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 と 称 す ） と 、 上 記 心 拍 信 号 と の 比 較 対 象 と な る 離 床 判 定 閾 値 （ 以 下
、 心 拍 離 床 判 定 閾 値 と 称 す ） と を 記 憶 し て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 判 定 手 段 （ 34） は 、 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 と 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る 離

10

20

30

40

50

(3) JP 2007-97996 A 2007.4.19



床 判 定 閾 値 と の 大 小 比 較 を 行 う こ と で 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る か 、 在 床 し て い る か の 判 定
を 行 う 。 具 体 的 に 、 例 え ば 上 記 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ り 、 か
つ 上 記 呼 吸 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 に は 、 就 寝 者 か ら の 体 動
（ 微 体 動 及 び 粗 体 動 を 含 む ） 、 及 び 呼 吸 が 生 起 し て い な い と み な す こ と が で き る の で 、 こ
の よ う な 場 合 に は 、 就 寝 者 が 寝 具 上 に お ら ず 離 床 し て い る と 判 断 さ れ る 。 ま た 、 例 え ば 上
記 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ り 、 か つ 上 記 心 拍 信 号 の 信 号 レ ベ ル
が 心 拍 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 に は 、 就 寝 者 か ら の 体 動 及 び 心 拍 が 生 起 し て い な い と
み な す こ と が で き る の で 、 こ の よ う な 場 合 に も 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 で は 、 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち 、 ２ つ 以 上
の 信 号 が 各 々 の 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 に な る と 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 さ
れ 、 逆 に 言 う と 、 ２ つ 以 上 の 信 号 が 各 々 の 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を 上 回 る 場 合 に は
、 就 寝 者 が 在 床 し て い る と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ こ で 、 例 え ば 寝 具 の 周 辺 の 震 動 源 等 に よ っ て 体 動 信 号 に ノ イ ズ が 重 畳 し て し ま っ た 場
合 、 従 来 の 離 床 判 定 装 置 で は 、 実 際 に は 就 寝 者 が 離 床 し て る に も 拘 わ ら ず 体 動 信 号 が 離 床
判 定 閾 値 を 上 回 っ て し ま い 、 在 床 と 判 定 さ れ る 恐 れ が あ っ た 。 一 方 、 ノ イ ズ に よ っ て 体 動
信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 超 え た と き で も 、 呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 は 、 実 際 に 就 寝 者 が 在 床 し な
い 限 り 、 呼 吸 判 定 閾 値 や 心 拍 判 定 閾 値 を 超 え な い の が 通 常 で あ る 。 そ こ で 、 本 発 明 で は 、
呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 が 離 床 判 定 閾 値 を 上 回 ら な い 限 り 在 床 と は 判 定 し な い よ う に し て い る
。 こ の よ う に 、 本 発 明 で は 、 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち 、 少 な く と も ２ つ
の 信 号 に 基 づ い て 離 床 判 定 を 行 う よ う に し て い る の で 、 従 来 の 離 床 判 定 装 置 と 比 較 し て 離
床 判 定 の 精 度 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 第 ２ の 発 明 は 、 第 １ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 に お い て 、 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心
拍 信 号 を 記 憶 す る と 共 に 、 記 憶 さ れ た 上 記 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 に 基 づ い て
、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を 修 正 す る 更 新 手 段 （ 36） を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る
も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 第 ２ の 発 明 で は 、 更 新 手 段 （ 36） に よ っ て 、 上 述 の 体 動 離 床 判 定 閾 値 、 呼 吸 離 床 判 定 閾
値 、 及 び 心 拍 離 床 判 定 閾 値 の 修 正 が 行 わ れ る 。 そ の 結 果 、 就 寝 者 の 離 床 判 定 の 精 度 が 更 に
向 上 す る 。 こ の 点 に つ い て 、 以 下 に 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 就 寝 者 の 離 床 判 定 を 行 う た め の 各 離 床 判 定 閾 値 と し て は 、 例 え ば 実 験 等 で 経 験 的 に 求 め
た 固 定 値 が 用 い ら れ る 。 一 方 、 就 寝 者 か ら 生 起 す る 体 動 、 呼 吸 、 心 拍 の 強 度 は 、 就 寝 者 に
依 っ て 個 人 差 が あ り 、 ま た 、 体 動 検 知 手 段 （ 20） で 検 出 さ れ る 信 号 レ ベ ル は 、 ベ ッ ド や 布
団 等 の 寝 具 の 種 類 等 に よ っ て も 変 化 す る 。 し た が っ て 、 上 述 の よ う に 経 験 的 に 求 め た 離 床
判 定 閾 値 を 離 床 判 定 に 用 い て も 、 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 に 依 存 し て 離 床 判 定 の 精 度
が 低 下 し て し ま う 恐 れ が あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ の た め 、 本 発 明 で は 、 こ の よ う な 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 に 対 応 し て 離 床 判 定 を
行 え る よ う に 、 更 新 手 段 （ 36） が 離 床 判 定 閾 値 を 更 新 す る よ う に し て い る 。 具 体 的 に 、 更
新 手 段 （ 36） は 、 就 寝 者 の 体 動 に 伴 っ て 検 出 さ れ た 体 動 信 号 、 上 記 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） で
抽 出 し た 呼 吸 信 号 、 及 び 上 記 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） で 抽 出 し た 心 拍 信 号 を そ れ ぞ れ 記 憶 す る
。 そ し て 、 更 新 手 段 （ 36） は 、 記 憶 し た 体 動 信 号 に 基 づ い て 上 記 体 動 離 床 判 定 閾 値 を 修 正
す る と 共 に 、 記 憶 し た 呼 吸 信 号 に 基 づ い て 上 記 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 を 修 正 し 、 更 に は 記 憶 し
た 心 拍 信 号 に 基 づ い て 上 記 心 拍 離 床 判 定 閾 値 を 修 正 す る 。 こ こ で 、 こ の よ う に し て 更 新 さ
れ た 各 離 床 判 定 閾 値 は 、 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 等 の 影 響 が 加 味 さ れ た 体 動 信 号 、 呼
吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 に 基 づ い て 決 定 さ れ る も の と な る の で 、 各 離 床 判 定 閾 値 は 、 そ れ ぞ
れ 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 に 対 応 し た も の と な る 。 し た が っ て 、 こ の よ う に 離 床 判 定
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閾 値 を 適 宜 更 新 す る よ う に す る こ と で 、 離 床 判 定 の 精 度 が 一 層 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 第 ３ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 は 、 就 寝 者 の 体 動 を 検 出 し て 体 動 信 号 を 出 力 す る た め の 体 動
検 知 手 段 （ 20） と 、 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 呼 吸 に 伴 う 呼 吸 信 号 を 抽 出 す る 呼 吸 抽 出 手
段 （ 32） と 、 上 記 体 動 信 号 か ら 就 寝 者 の 心 拍 に 伴 う 心 拍 信 号 を 抽 出 す る 心 拍 抽 出 手 段 （ 33
） と 、 上 記 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 を そ れ ぞ れ 記 憶 す る と 共 に 、 呼
吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 に な る と 、 就 寝 者
が 離 床 し て い る と 判 定 す る 判 定 手 段 （ 34） と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 第 ３ の 発 明 で は 、 第 １ の 発 明 と 同 様 、 体 動 検 知 手 段 （ 20） に よ っ て 体 動 信 号 が 検 出 さ れ
る と 共 に 、 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） に よ っ て 呼 吸 信 号 が 、 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） に よ っ て 心 拍 信
号 が そ れ ぞ れ 抽 出 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 一 方 、 本 発 明 の 判 定 手 段 （ 34） に は 、 第 １ の 発 明 と 異 な り 、 上 記 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 と 心
拍 離 床 判 定 閾 値 の み が 記 憶 さ れ 、 上 記 体 動 離 床 判 定 閾 値 は 記 憶 さ れ な い 。 そ し て 、 判 定 手
段 （ 34） は 、 呼 吸 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ り 、 か つ 心 拍 信 号 の 信 号
レ ベ ル が 心 拍 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 の み に 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 す る 一 方
、 そ れ 以 外 の 場 合 に は 就 寝 者 が 在 床 し て い る と 判 定 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 の 判 定 手 段 （ 34） で は 、 震 動 源 の 影 響 に よ っ て 特 に ノ イ ズ が 重 畳 し 易 く な る 体 動
信 号 を 離 床 判 定 に 用 い ず 、 こ の よ う な ノ イ ズ が 重 畳 し に く い 呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 に 基 づ い
て 離 床 判 定 が 行 わ れ る 。 こ の た め 、 こ の よ う な 震 動 源 に 起 因 す る 離 床 ／ 在 床 の 誤 判 定 が 抑
制 さ れ る 。 更 に 、 本 発 明 で は 、 呼 吸 信 号 と 心 拍 信 号 と の 双 方 を 離 床 判 定 に 用 い る よ う に し
て い る の で 、 例 え ば 呼 吸 信 号 の み で 離 床 判 定 を 行 う 場 合 や 、 心 拍 信 号 の み で 離 床 判 定 を 行
う 場 合 と 比 較 す る と 、 一 層 正 確 に 離 床 判 定 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 第 ４ の 発 明 は 、 第 ３ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 に お い て 、 上 記 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 を 記 憶
す る と 共 に 、 記 憶 さ れ た 上 記 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 に 基 づ い て 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定
閾 値 を 修 正 す る 更 新 手 段 （ 36） を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 第 ４ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 で は 、 第 ３ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 の 判 定 手 段 （ 34） に 記 憶 さ
れ た 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 及 び 心 拍 離 床 判 定 閾 値 に つ い て 、 第 ２ の 発 明 と 同 様 の 更 新 を 行 う 更
新 手 段 （ 36） が 設 け ら れ る 。 つ ま り 、 本 発 明 で は 、 個 体 差 等 の 影 響 を 加 味 し た 体 動 信 号 等
に よ っ て 各 離 床 判 定 閾 値 を 補 正 す る こ と で 、 離 床 判 定 の 精 度 向 上 を 図 っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 第 ５ の 発 明 は 、 第 １ 乃 至 第 ４ の い ず れ か １ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 に お い て 、 上 記 体 動 信
号 の 信 号 レ ベ ル が 、 就 寝 者 の 粗 体 動 と 微 体 動 と の 境 界 レ ベ ル と し て 設 定 さ れ る 体 動 判 定 閾
値 を 上 回 る 状 態 で は 、 上 記 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 禁 止 す る こ と を 特 徴 と す る も
の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 第 ５ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 に は 、 就 寝 者 の 呼 吸 ・ 心 拍 に 由 来 す る 微 体 動 と 、 就 寝 者 の 寝
返 り 時 、 入 床 時 、 離 床 時 等 に 生 起 す る 粗 体 動 と の 境 界 レ ベ ル と し て 、 体 動 判 定 閾 値 が 設 定
さ れ る 。 こ こ で 、 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る 場 合 、 就 寝 者 が 寝 返 り 等
の 粗 体 動 を 生 起 し て お り 、 体 動 信 号 が 急 激 に 変 化 す る こ と が 予 想 さ れ る 。 こ の 状 態 で は 、
呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） や 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） で 得 ら れ る 呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 も 不 安 定 と な り
、 信 頼 性 を 欠 い た 信 号 と な っ て し ま う 。 従 っ て 、 こ の よ う な 場 合 に は 、 第 １ の 発 明 や 第 ３
の 発 明 の 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 動 作 が 禁 止 さ れ る 。 一 方 、 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル
が 体 動 判 定 閾 値 以 下 と な る 場 合 に は 、 就 寝 者 が 安 静 状 態 で 在 床 し て い る 、 あ る い は 就 寝 者
が 離 床 し て い る こ と が 予 想 さ れ る 。 従 っ て 、 こ の よ う な 場 合 に は 、 第 １ の 発 明 や 第 ３ の 発
明 の 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 動 作 が 行 わ れ る 。
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【 ０ ０ ２ ５ 】
　 第 ６ の 発 明 は 、 第 ５ の 発 明 に お い て 、 上 記 判 定 手 段 （ 34） の 離 床 判 定 の 開 始 の タ イ ミ ン
グ を 判 定 す る 開 始 判 定 時 に 上 記 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 上 記 体 動 判 定 閾 値 以 下 の 状 態 で あ
り 、 且 つ 該 開 始 判 定 時 の 所 定 時 間 前 の 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 っ て い
た 場 合 、 上 記 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 開 始 さ せ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 第 ６ の 発 明 の 離 床 判 定 装 置 で は 、 判 定 手 段 （ 34） の 離 床 判 定 の 開 始 の タ イ ミ ン グ の 判 定
が 行 わ れ る 。 こ こ で 、 本 発 明 で は 、 こ の 離 床 判 定 の 開 始 判 定 時 に お い て 、 体 動 信 号 の 信 号
レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る 場 合 に 、 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 が 禁 止 さ れ る 。 一
方 、 本 発 明 で は 、 こ の 離 床 判 定 の 開 始 判 定 時 に お い て 、 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 判 定
閾 値 以 下 の 状 態 で あ っ て も 、 こ の 開 始 判 定 時 の 所 定 時 間 （ 例 え ば １ 分 ） 前 の 体 動 信 号 の 信
号 レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 っ て い な い 限 り 離 床 判 定 が 開 始 さ れ な い 。 こ の 点 に つ い て
以 下 に 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 就 寝 者 が 寝 具 に 入 床 す る 際 や 、 寝 具 か ら 離 床 す る 際 に は 、 就 寝 者 か ら 必 ず 粗 動 が 生 起 す
る 。 こ の た め 、 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 り 、 粗 動 が 確 認 さ れ る 際 に は
、 判 定 手 段 （ 34） に よ り 改 め て 離 床 判 定 を 行 う 必 要 性 が 生 じ る 。 逆 に い う と 、 判 定 手 段 （
34） に よ り 、 一 旦 、 就 寝 者 の 「 離 床 」 又 は 「 在 床 」 の 判 定 が 行 わ れ る と 、 そ の 後 に 粗 動 が
確 認 さ れ な い 限 り 、 判 定 手 段 （ 34） に よ っ て 再 度 の 離 床 判 定 を 行 う 必 要 性 は 生 じ な い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 は 、 こ の 点 に 着 目 し 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る こ と を ト リ ガ ー と し て 、
判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 行 わ せ よ う と す る 。 し か し な が ら 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定
閾 値 を 上 回 っ て か ら 即 座 に 離 床 判 定 を 行 う と 、 未 だ に 就 寝 者 が 粗 動 を 継 続 し て 生 起 し て お
り 、 安 定 し た 呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 を 得 る こ と が で き な い 可 能 性 が 生 じ る 。 そ こ で 、 本 発 明
で は 、 開 始 判 定 時 の 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ り 、 且 つ 、 そ の 開 始 判
定 時 の 所 定 時 間 前 の 体 動 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 っ て い た 場 合 の み 、 判 定
手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 開 始 さ せ る 。 そ の 結 果 、 本 発 明 で は 、 粗 動 が 検 出 さ れ て 再 度
の 離 床 判 定 を 行 う 必 要 が あ る タ イ ミ ン グ に お い て 、 安 定 し た 呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 に 基 づ い
て 離 床 判 定 が 行 わ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 第 １ の 発 明 で は 、 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち 、 ２ つ 以 上 の 信 号 レ ベ ル が
各 離 床 判 定 閾 値 以 下 と な る と 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 す る よ う に し て い る 。 こ の た
め 、 従 来 の 離 床 判 定 装 置 で は 、 就 寝 者 以 外 の 震 動 源 に 起 因 し て 体 動 信 号 に ノ イ ズ が 重 畳 し
て し ま う と 、 誤 判 定 を 招 い て し ま う 可 能 性 が 高 か っ た の に 対 し 、 本 発 明 で は 、 ２ つ 以 上 の
信 号 に 基 づ き 離 床 判 定 を 行 う よ う に し て い る の で 、 こ の よ う な 誤 判 定 を 抑 制 す る こ と が で
き る 。 し た が っ て 、 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 精 度 が 高 ま り 、 こ の 離 床 判 定 装 置 の 信
頼 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 特 に 、 第 ２ の 発 明 で は 、 更 新 手 段 （ 36） に 記 憶 さ せ た 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信
号 に 基 づ い て 各 離 床 判 定 閾 値 を 適 宜 修 正 で き る よ う に し て い る 。 こ こ で 、 更 新 さ れ た 各 離
床 判 定 閾 値 は 、 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 等 に 対 応 し た も の と な る の で 、 こ の 離 床 判 定
装 置 の 離 床 判 定 精 度 、 及 び 信 頼 性 を 一 層 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 第 ３ の 発 明 で は 、 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 の 信 号 レ ベ ル が 各 離 床 判 定 閾 値 以 下 と な
る と 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 す る よ う に し て い る 。 本 発 明 に よ れ ば 、 体 動 信 号 を 用
い ず に 離 床 判 定 を 行 う た め 、 就 寝 者 以 外 の 震 動 源 に 起 因 し て 体 動 信 号 に ノ イ ズ が 重 畳 し て
し ま っ て も 、 こ れ ら の ノ イ ズ の 影 響 を 受 け る こ と な く 、 確 実 に 離 床 判 定 を 行 う こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
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　 特 に 、 第 ４ の 発 明 で は 、 更 新 手 段 （ 36） に 記 憶 さ せ た 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 に 基 づ い て
各 離 床 判 定 閾 値 を 適 宜 修 正 で き る よ う に し て い る 。 こ の た め 、 第 ２ の 発 明 と 同 様 、 就 寝 者
の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 等 に 依 ら ず 、 離 床 判 定 を 正 確 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 更 に 、 第 ５ の 発 明 で は 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る 場 合 に は 、 判 定 手 段 （ 34） に
よ る 離 床 判 定 を 禁 止 す る よ う に し て い る 。 こ の た め 、 本 発 明 に よ れ ば 、 離 床 判 定 を 行 う 際
に は 、 安 定 且 つ 信 頼 性 の 高 い 信 号 が 得 ら れ る 状 態 と な る の で 、 こ の 離 床 判 定 装 置 の 離 床 判
定 精 度 を 更 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の よ う に 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定
を 適 宜 規 制 す る こ と で 、 判 定 手 段 （ 34） に よ る 無 駄 な 演 算 処 理 を 省 く こ と が で き 、 判 定 手
段 （ 34） の 演 算 処 理 の 負 荷 を 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 特 に 、 第 ６ の 発 明 で は 、 判 定 手 段 （ 34） の 離 床 判 定 の 開 始 判 定 時 に 体 動 信 号 が 体 動 判 定
閾 値 以 下 と な り 、 且 つ 、 こ の 開 始 判 定 時 の 所 定 時 間 前 の 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 っ
て い た 場 合 に 、 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 開 始 す る 一 方 、 そ れ 以 外 の 条 件 で は 離 床
判 定 を 禁 止 す る よ う に し て い る 。 こ の た め 、 本 発 明 で は 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回
り 、 再 度 の 離 床 判 定 が 必 要 と な る 際 の み に 離 床 判 定 が 行 わ れ る の で 、 判 定 手 段 （ 34） に よ
る 無 駄 な 離 床 判 定 動 作 を 省 く こ と が で き る 。 し た が っ て 、 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定
の 演 算 処 理 の 負 荷 を 省 く こ と が で き 、 更 に は 、 無 駄 な 離 床 判 定 動 作 に 伴 う 誤 判 定 も 削 減 す
る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 実 施 形 態 の 離 床 判 定 装 置 （ 10） は 、 就 寝 者 が 寝 具 に 在 床 し て い る か 、 寝 具 か ら 離 床 し
て い る か を 判 定 す る も の で あ る 。 ま た 、 こ の 離 床 判 定 装 置 （ 10） は 、 在 床 状 態 の 就 寝 者 の
睡 眠 状 態 を モ ニ タ リ ン グ す る こ と で 、 就 寝 者 の 健 康 管 理 を 行 う よ う に 構 成 さ れ て い る 。 離
床 判 定 装 置 （ 10） は 、 睡 眠 セ ン サ （ 20） と 回 路 ユ ニ ッ ト （ 30） と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 睡 眠 セ ン サ （ 20） は 、 就 寝 者 の 体 動 に 伴 う 振 動 を 検 出 し て
体 動 信 号 を 出 力 す る 体 動 検 知 手 段 を 構 成 し て い る 。 こ の 睡 眠 セ ン サ （ 20） は 、 感 圧 部 （ 21
） と 受 圧 部 （ 22） と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 上 記 感 圧 部 （ 21） は 、 ベ ッ ド な ど の 寝 具 の 寝 台 に 敷 か れ た マ ッ ト レ ス 上 に 敷 設 さ れ る も
の で あ る 。 こ の 感 圧 部 （ 21） は 、 細 長 で 中 空 状 の チ ュ ー ブ で 構 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 就
寝 者 が ベ ッ ド に 横 臥 す る と 、 就 寝 者 の 体 動 に 伴 い 感 圧 部 （ 21） に 圧 力 ・ 振 動 が 伝 達 さ れ 、
感 圧 部 （ 21） の 内 圧 が 受 圧 部 （ 22） に 作 用 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 上 記 受 圧 部 （ 22） は 、 ケ ー シ ン グ （ 23） と 、 こ の ケ ー シ ン グ （ 23） に 収 納 さ れ る セ ン サ
部 （ 24） と で 構 成 さ れ て い る 。 セ ン サ 部 （ 24） は 、 マ イ ク ロ フ ォ ン や 圧 力 セ ン サ な ど で 構
成 さ れ る 。 こ の セ ン サ 部 （ 24） は 、 上 記 感 圧 部 （ 21） よ り 作 用 し た 内 圧 を 受 け 、 こ の 内 圧
を 電 圧 に 変 換 し て リ ー ド 線 （ 25） を 介 し て 回 路 ユ ニ ッ ト （ 30） に 出 力 す る 。 な お 、 本 実 施
形 態 の 睡 眠 セ ン サ （ 20） で は 、 感 圧 部 （ 21） と 受 圧 部 （ 22） と の 接 続 位 置 に 微 小 な リ ー ク
溝 （ 26） が 形 成 さ れ て い る 。 こ の た め 、 例 え ば 就 寝 者 が ベ ッ ド に 強 い 衝 撃 を 与 え た 際 、 セ
ン サ 部 （ 24） に 対 し て 急 激 に 上 昇 し た 内 圧 が 作 用 し 、 そ の 結 果 、 セ ン サ 部 （ 24） が 故 障 し
て し ま っ た り 、 睡 眠 セ ン サ の 検 出 信 号 が 飽 和 状 態 と な っ て し ま っ た り す る こ と を 抑 制 し て
い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 回 路 ユ ニ ッ ト （ 30） は 、 処 理 手 段 （ 31） 、 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） 、 心
拍 抽 出 手 段 （ 33） 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） 、 睡 眠 判 定 手 段 （ 35） 、 及 び 更 新 手 段 （ 36） を 備
え て い る 。
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【 ０ ０ ４ １ 】
　 上 記 処 理 手 段 （ 31） は 、 睡 眠 セ ン サ （ 20） か ら 出 力 さ れ た 体 動 信 号 に つ い て 、 所 定 時 間
（ 例 え ば １ ０ 秒 ） 毎 の 標 準 偏 差 を 算 出 し て 体 動 信 号 の 前 処 理 を 行 う も の で あ る 。 上 記 呼 吸
抽 出 手 段 （ 32） は 、 睡 眠 セ ン サ （ 20） か ら 出 力 さ れ た 体 動 信 号 に つ い て 、 所 定 時 間 （ 例 え
ば １ ０ 秒 ） 毎 の Ｆ Ｆ Ｔ （ Fast Fourier Transform） で 得 ら れ た パ ワ ー ス ペ ク ト ラ ム か ら 就
寝 者 の 呼 吸 帯 域 （ 例 え ば ０ ． ２ ５ ± ０ ． １ ５ Ｈ ｚ ） に お け る ス ペ ク ト ル ピ ー ク 値 を 算 出 し
、 上 記 体 動 信 号 か ら 呼 吸 に 伴 う 呼 吸 信 号 を 抽 出 す る も の で あ る 。 上 記 心 拍 抽 出 手 段 （ 33）
は 、 睡 眠 セ ン サ （ 20） か ら 出 力 さ れ た 体 動 信 号 に つ い て 、 所 定 時 間 （ 例 え ば １ ０ 秒 ） 毎 の
Ｆ Ｆ Ｔ （ Fast Fourier Transform） で 得 ら れ た パ ワ ー ス ペ ク ト ラ ム か ら 就 寝 者 の 心 拍 帯 域
（ 例 え ば １ ． ４ Ｈ ｚ ± ０ ． ６ Ｈ ｚ ） に お け る ス ペ ク ト ル ピ ー ク 値 を 算 出 し 、 上 記 体 動 信 号
か ら 心 拍 に 伴 う 心 拍 信 号 を 抽 出 す る も の で あ る 。 な お 、 上 記 処 理 手 段 （ 31） に よ る 体 動 信
号 の 前 処 理 方 法 や 、 上 記 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） や 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） に よ る 各 信 号 の 抽 出 方
法 と し て は 、 上 述 の 方 法 以 外 の も の で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 上 記 離 床 判 定 手 段 （ 34） は 、 上 記 処 理 手 段 （ 31） で 得 ら れ た 体 動 信 号 と 、 上 記 呼 吸 抽 出
手 段 （ 32） で 得 ら れ た 呼 吸 信 号 と 、 上 記 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） で 得 ら れ た 心 拍 信 号 と に 基 づ
い て 、 就 寝 者 が 寝 具 に 在 床 し て い る か 、 寝 具 か ら 離 床 し て い る か を 判 定 す る 判 定 手 段 を 構
成 し て い る 。 こ の 離 床 判 定 手 段 （ 34） に は 、 離 床 判 定 を 行 う た め の ３ つ の 離 床 判 定 閾 値 が
記 憶 さ れ て い る 。 具 体 的 に 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に は 、 上 記 処 理 手 段 （ 31） で 前 処 理 し た
後 の 体 動 信 号 と の 比 較 対 象 と な る 体 動 離 床 判 定 閾 値 と 、 呼 吸 信 号 と の 比 較 対 象 と な る 呼 吸
離 床 判 定 閾 値 と 、 心 拍 信 号 と の 比 較 対 象 と な る 心 拍 離 床 判 定 閾 値 が 記 憶 さ れ て い る 。 な お
、 こ の 離 床 判 定 手 段 （ 34） に お け る 離 床 判 定 動 作 に つ い て の 詳 細 は 後 述 す る も の と す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 上 記 睡 眠 判 定 手 段 （ 35） は 、 上 記 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ っ て 就 寝 者 が 在 床 状 態 で あ る
と 判 定 さ れ た 際 に 、 更 に 就 寝 者 の 就 寝 状 態 を 判 定 す る も の で あ る 。 こ の 睡 眠 判 定 手 段 （ 35
） に は 、 上 述 の 体 動 離 床 判 定 閾 値 、 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 、 及 び 心 拍 離 床 判 定 閾 値 よ り も 大 き
い レ ベ ル に 設 定 さ れ る 体 動 判 定 閾 値 が 記 憶 さ れ て い る 。 こ の 体 動 判 定 閾 値 は 、 例 え ば 図 ４
に 示 す よ う に 、 就 寝 者 の 体 動 に 伴 う 体 動 信 号 の う ち 、 就 寝 者 の 呼 吸 及 び 心 拍 に 由 来 す る 微
体 動 と 、 就 寝 者 の 入 床 時 、 離 床 時 、 寝 返 り 時 等 に 生 起 す る 粗 体 動 と の 境 界 レ ベ ル と な る 閾
値 で あ る 。 な お 、 こ の 体 動 判 定 閾 値 は 、 実 験 等 で 経 験 的 に 求 め ら れ た 固 定 値 で あ っ て も 良
い し 、 上 述 し た 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 等 に 基 づ い て 適 宜 更 新 さ れ る よ う な 変
動 値 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ の 睡 眠 判 定 手 段 （ 35） で は 、 上 記 処 理 手 段 （ 31） で 得 ら れ た 体 動 信 号 と 上 記 体 動 判 定
閾 値 と の 大 小 比 較 に よ っ て 就 寝 者 の 睡 眠 状 態 が 判 定 さ れ る 。 具 体 的 に は 、 体 動 信 号 の 信 号
レ ベ ル が 体 動 判 定 閾 値 を 所 定 時 間 以 上 継 続 し て 上 回 る 場 合 、 就 寝 者 か ら 断 続 的 に 粗 体 動 が
生 起 し て い る と み な さ れ る の で 、 就 寝 者 が 覚 醒 状 態 で あ る と 判 定 さ れ る 。 一 方 、 体 動 信 号
が 体 動 判 定 閾 値 を 所 定 時 間 以 上 継 続 し て 下 回 る 場 合 、 就 寝 者 か ら 断 続 的 な 粗 体 動 が 生 起 し
て い な い と み な さ れ る の で 、 就 寝 者 が 睡 眠 状 態 で あ る と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 上 記 更 新 手 段 （ 36） は 、 上 述 し た 離 床 判 定 手 段 （ 34） に 記 憶 さ れ た 各 離 床 判 定 閾 値 を 適
宜 修 正 し て 更 新 さ せ る も の で あ る 。 こ の 更 新 手 段 （ 36） に よ る 離 床 判 定 閾 値 の 更 新 動 作 に
つ い て の 詳 細 は 後 述 す る も の と す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 　 － 離 床 判 定 動 作 －
　 次 に 、 本 実 施 形 態 の 離 床 判 定 装 置 （ 10） の 離 床 判 定 動 作 に つ い て 、 図 ５ を 参 照 し な が ら
詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 上 記 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 動 作 で は 、 ま ず 、 ス テ ッ プ Ｓ １ 及 び ス テ ッ プ Ｓ
２ に お い て 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 の 開 始 の タ イ ミ ン グ の 判 定 が 行 わ れ る 。

10

20

30

40

50

(8) JP 2007-97996 A 2007.4.19



具 体 的 に は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ に お い て 、 処 理 手 段 （ 31） で 前 処 理 さ れ た 後 の 現 時 点 で の 体 動
信 号 と 、 上 述 し た 体 動 判 定 閾 値 と の 比 較 が 行 わ れ る 。 こ の ス テ ッ プ Ｓ １ に お い て 、 体 動 信
号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る 場 合 、 就 寝 者 が 現 時 点 で 寝 返 り 等 の 粗 体 動 を 生 起 し て お り 、 体
動 信 号 が 急 激 に 変 化 し て い る こ と が 予 想 さ れ る 。 こ の よ う な 状 態 で は 、 上 記 呼 吸 抽 出 手 段
（ 32） 及 び 心 拍 抽 出 手 段 （ 33） で 得 ら れ る 呼 吸 信 号 や 心 拍 信 号 も 不 安 定 と な り 、 信 頼 性 を
欠 く 信 号 と な っ て し ま う の で 、 こ の 場 合 に は 、 後 述 の ス テ ッ プ Ｓ ３ か ら ス テ ッ プ Ｓ ６ ま で
の 離 床 判 定 動 作 へ は 移 行 し な い 。 つ ま り 、 ス テ ッ プ Ｓ １ に お い て 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾
値 を 上 回 る 状 態 で は 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 が 禁 止 さ れ る 一 方 、 体 動 信 号 が
体 動 判 定 閾 値 以 下 に な る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ へ 移 行 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ２ で は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ で 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 以 下 と な っ た 時 点 （ ス テ ッ
プ Ｓ １ に よ る 離 床 判 定 の 開 始 判 定 時 ） の 所 定 時 間 前 （ 例 え ば １ 分 前 ） の 体 動 信 号 が 体 動 判
定 閾 値 を 上 回 っ て い た か 否 か の 判 定 が 行 わ れ る 。 こ こ で 、 ス テ ッ プ Ｓ １ の 判 定 の １ 分 前 の
体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 っ て い た 場 合 に は 、 １ 分 前 に 就 寝 者 が 粗 動 を 生 起 し て お り
、 寝 具 に 入 床 し た 、 あ る い は 寝 具 か ら 離 床 し た 可 能 性 が 高 い の で 、 こ の よ う な 場 合 に は 、
ス テ ッ プ Ｓ ３ か ら ス テ ッ プ Ｓ ６ ま で の 離 床 判 定 動 作 へ 移 行 す る 。 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ １ の 判
定 の １ 分 前 の 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 以 下 で あ っ た 場 合 に は 、 １ 分 前 に 就 寝 者 が 粗 動 （ 離
床 ・ 入 床 動 作 ） を 生 起 し て お ら ず 、 離 床 判 定 を 行 う 必 要 性 も な い の で 、 こ の よ う な 場 合 に
は 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 は 行 わ れ な い 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ３ で は 、 体 動 離 床 判 定 閾 値 と 、 体 動 信 号 と の 大 小 比 較 が 行 わ れ る 。 こ の ス テ
ッ プ Ｓ ３ に お い て 、 体 動 信 号 が 体 動 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 に は 、 第 １ の 判 定 条 件 が
成 立 す る 。 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ で は 、 呼 吸 信 号 と 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 と の 大 小 比 較 が 行 わ れ る
。 こ の ス テ ッ プ Ｓ ４ に お い て 、 呼 吸 信 号 が 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 に は 、 第 ２ の
判 定 条 件 が 成 立 す る 。 更 に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ で は 、 心 拍 信 号 と 心 拍 離 床 判 定 閾 値 と の 大 小 比
較 が 行 わ れ る 。 こ の ス テ ッ プ Ｓ ５ に お い て 、 心 拍 信 号 が 心 拍 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合
に は 、 第 ３ の 判 定 条 件 が 成 立 す る 。 な お 、 上 記 ス テ ッ プ Ｓ ３ か ら ス テ ッ プ Ｓ ５ の 動 作 の 順
序 は 不 問 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ６ で は 、 上 記 第 １ か ら 第 ３ の 判 定 条 件 の う ち 、 ２ つ 以 上 の 判 定 条 件 が 成 立 し
て い る か 否 か の 判 定 が 行 わ れ る 。 例 え ば 、 体 動 信 号 及 び 呼 吸 信 号 の 各 信 号 レ ベ ル が 、 各 々
に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 、 就 寝 者 か ら の 体 動 （ 微 体 動 及 び 粗 体 動 を 含 む ）
、 及 び 呼 吸 と が 生 起 し て い な い と み な す こ と が で き る の で 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） で は 就 寝
者 が 「 離 床 」 し て い る と 判 定 さ れ る 。 ま た 、 例 え ば 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 の 各 信 号 レ ベ ル
が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 、 就 寝 者 か ら の 呼 吸 及 び 心 拍 が 生 起 し て
い な い と み な す こ と が で き る の で 、 同 様 に 「 離 床 」 と 判 定 さ れ る 。 ま た 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ に
お い て 、 体 動 信 号 及 び 心 拍 信 号 の 各 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 で あ
る 場 合 や 、 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の 各 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判
定 閾 値 以 下 で あ る 場 合 に も 、 同 様 に 「 離 床 」 と 判 定 さ れ る 。 以 上 の よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６
に お い て は 、 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち ２ つ 以 上 の 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に
対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 に な る と 、 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ に お い て 、 ２ つ 以 上 の 判 定 条 件 が 成 立 し な い 場 合 、 つ ま り 、 体 動 信
号 、 呼 吸 信 号 、 心 拍 信 号 の う ち ２ つ 以 上 の 信 号 が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 よ り も 大
き い 場 合 に は 、 就 寝 者 が 「 在 床 」 し て い る と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 　 － 離 床 判 定 閾 値 の 更 新 動 作 －
　 上 述 の よ う に 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に は 、 就 寝 者 の 離 床 ／ 在 床 の 判 定 を 行 う た め の ３ つ
の 離 床 判 定 閾 値 が 記 憶 さ れ て い る 。 こ れ ら の 離 床 判 定 閾 値 は 、 予 め 実 験 等 で 経 験 的 に 求 め
ら れ た 値 が 離 床 判 定 手 段 （ 34） に 初 期 値 と し て 入 力 さ れ る 。 一 方 、 就 寝 者 か ら 生 起 す る 体
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動 、 呼 吸 、 心 拍 の 強 度 は 、 就 寝 者 に 依 っ て 個 人 差 が あ り 、 ま た 、 睡 眠 セ ン サ （ 20） で 検 出
さ れ る 信 号 レ ベ ル は 、 ベ ッ ド や 布 団 等 の 寝 具 の 種 類 等 に よ っ て も 変 化 す る 。 し た が っ て 、
離 床 判 定 手 段 （ 34） に 初 期 値 と し て 入 力 さ れ た 各 離 床 判 定 閾 値 を そ の ま ま 使 う と 、 就 寝 者
の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 の 影 響 を 受 け て 就 寝 者 の 離 床 判 定 を 正 確 に 行 え な い 可 能 性 が 生 じ る
。 こ の た め 、 本 実 施 形 態 の 離 床 判 定 装 置 （ 10） に は 、 体 動 離 床 判 定 閾 値 、 呼 吸 離 床 判 定 閾
値 、 及 び 心 拍 離 床 判 定 閾 値 を そ れ ぞ れ 修 正 し て 更 新 す る た め の 更 新 手 段 （ 36） が 設 け ら れ
て い る 。 以 下 に 、 こ の 更 新 手 段 （ 36） に よ る 離 床 判 定 閾 値 の 更 新 動 作 に つ い て 図 ６ を 参 照
し な が ら 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 離 床 判 定 閾 値 を 更 新 す る 際 に は 、 就 寝 者 が 回 路 ユ ニ ッ ト （ 30） の 操 作 部 （ 図 示 省 略 ） を
操 作 し 、 離 床 判 定 装 置 （ 10） を 「 更 新 モ ー ド 」 と す る 。 こ の 「 更 新 モ ー ド 」 で は 、 就 寝 者
が 安 静 に 睡 眠 し て い る こ と を 前 提 に 各 離 床 判 定 閾 値 の 修 正 ・ 更 新 が 行 わ れ る 。 こ の た め 、
ス テ ッ プ Ｓ １ １ に お い て 、 上 述 し た よ う な 離 床 判 定 動 作 に よ っ て 就 寝 者 が 離 床 し て い る と
判 定 さ れ る 場 合 に は 、 後 述 の ス テ ッ プ Ｓ １ ２ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ ５ ま で の 離 床 判 定 閾 値 の 更
新 動 作 は 行 わ れ な い 。 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ １ １ に お い て 、 就 寝 者 が 在 床 と 判 定 さ れ る と 、 ス
テ ッ プ Ｓ １ ２ へ 移 行 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 更 新 手 段 （ 36） は 、 就 寝 者 が 安 静 に 睡 眠 し て い る 状 態 に お い て 、 処 理 手 段 （ 31） で 前 処
理 し た 後 の 体 動 信 号 、 呼 吸 抽 出 手 段 （ 32） で 抽 出 さ れ た 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 抽 出 手 段 （ 33
） で 抽 出 さ れ た 心 拍 信 号 を 所 定 の 間 隔 で 記 憶 す る 。 な お 、 更 新 手 段 （ 36） に よ る 各 信 号 の
記 憶 は 、 例 え ば 就 寝 者 が 寝 具 に 入 床 し 、 翌 日 に 目 覚 め て 離 床 す る ま で の 間 継 続 し て 行 わ れ
る 。 そ し て 、 更 新 手 段 （ 36） は 、 以 上 の よ う に し て 記 憶 さ れ た 各 信 号 デ ー タ に 基 づ い て 各
離 床 判 定 閾 値 の 修 正 を 行 う 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 具 体 的 に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ２ で は 、 更 新 手 段 （ 36） に 記 憶 さ れ た 体 動 信 号 の 最 小 値 が 算 出
さ れ 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ で は 、 更 新 手 段 （ 36） に 記 憶 さ れ た 呼 吸 信 号 の 最 小 値 が 算 出 さ れ 、
更 に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ で は 、 更 新 手 段 （ 36） に 記 憶 さ れ た 心 拍 信 号 の 最 小 値 が 算 出 さ れ る
。 そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ５ に お い て 、 各 信 号 の 最 小 値 に 基 づ い て 各 離 床 判 定 閾 値 の 算 出 ・
更 新 が 行 わ れ る 。 体 動 離 床 判 定 閾 値 は 、 体 動 信 号 の 最 小 値 に 所 定 倍 率 （ 例 え ば ０ ． ５ ） を
乗 じ た 値 と 、 更 新 前 の 体 動 離 床 判 定 閾 値 と を 平 均 す る こ と に よ っ て 算 出 さ れ る 。 同 様 に 、
呼 吸 離 床 判 定 閾 値 は 、 呼 吸 信 号 の 最 小 値 に 所 定 倍 率 （ 例 え ば ０ ． ５ ） を 乗 じ た 値 と 、 更 新
前 の 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 と を 平 均 す る こ と に よ っ て 算 出 さ れ 、 心 拍 離 床 判 定 閾 値 は 、 心 拍 信
号 の 最 小 値 に 所 定 倍 率 （ 例 え ば ０ ． ５ ） を 乗 じ た 値 と 、 更 新 前 の 心 拍 離 床 判 定 閾 値 と を 平
均 す る こ と に よ っ て 算 出 さ れ る 。 更 新 手 段 （ 36） に よ っ て 算 出 さ れ た 各 離 床 判 定 閾 値 は 、
新 た な 離 床 判 定 閾 値 と し て そ れ ぞ れ 離 床 判 定 手 段 （ 34） に 設 定 さ れ 、 そ の 後 の 離 床 判 定 動
作 に 利 用 さ れ る 。 以 上 の よ う に し て 得 ら れ た 各 離 床 判 定 閾 値 は 、 各 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具
の 種 類 等 の 影 響 が 加 味 さ れ た 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 に 基 づ い て 決 定 さ れ る も
の と な る の で 、 そ の 後 の 離 床 判 定 動 作 に お い て は 、 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 の 影 響 に
依 ら ず 就 寝 者 の 離 床 判 定 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　   － 実 施 形 態 の 効 果 －
　 上 記 実 施 形 態 で は 、 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の う ち 、 ２ つ 以 上 の 信 号 レ ベ ル
が 各 々 の 信 号 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 と な る と 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ っ て 就 寝 者
が 離 床 し て い る と 判 定 す る よ う に し て い る 。 こ の た め 、 従 来 の 離 床 判 定 装 置 で は 、 就 寝 者
以 外 の 震 動 源 に 起 因 し て 体 動 信 号 に ノ イ ズ が 重 畳 し て し ま っ た 場 合 に 、 誤 判 定 を 招 い て し
ま う 可 能 性 が 高 か っ た の に 対 し 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 ２ つ 以 上 の 判 定 条 件 が 成 立 し な い 限
り 離 床 判 定 を 行 わ な い よ う に し て い る の で 、 こ の よ う な 誤 判 定 を 抑 制 す る こ と が で き る 。
し た が っ て 、 こ の 離 床 判 定 装 置 （ 10） の 離 床 判 定 精 度 及 び 信 頼 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
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　 ま た 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 「 更 新 モ ー ド 」 時 に 更 新 手 段 （ 36） に 記 憶 さ せ た 体 動 信 号 、
呼 吸 信 号 、 及 び 心 拍 信 号 の 最 小 値 に 基 づ い て 各 離 床 判 定 閾 値 を 適 宜 更 新 す る よ う に し て い
る 。 こ こ で 、 更 新 さ れ た 各 離 床 判 定 閾 値 は 、 就 寝 者 の 個 体 差 や 寝 具 の 種 類 等 に 対 応 し た も
の と な る の で 、 こ の 離 床 判 定 装 置 の 離 床 判 定 精 度 及 び 信 頼 性 を 一 層 向 上 さ せ る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 更 に 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 る 場 合 、 離 床 判 定 手 段 （ 34）
に よ る 離 床 判 定 を 禁 止 す る よ う に し て い る 。 こ の た め 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ か ら ス テ ッ プ Ｓ ５ ま
で の 離 床 判 定 を 行 う 際 に は 、 安 定 且 つ 信 頼 性 の 高 い 信 号 が 得 ら れ る 状 態 と な る の で 、 こ の
離 床 判 定 装 置 （ 10） の 離 床 判 定 精 度 を 更 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の よ う に 離
床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 適 宜 規 制 す る こ と で 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 無 駄
な 演 算 処 理 を 省 く こ と が で き る の で 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） の 演 算 処 理 の 負 荷 を 低 減 で き る
。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ま た 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 以 下 の 状 態 で あ り 、 且 つ 、 こ の 体 動
信 号 が 体 動 判 定 閾 値 以 下 と な っ た 所 定 時 間 （ 例 え ば １ 分 ） 前 の 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を
上 回 っ て い た 場 合 に 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 を 開 始 す る 一 方 、 そ れ 以 外 の 条
件 で は 離 床 判 定 を 禁 止 す る よ う に し て い る 。 こ の た め 、 上 記 実 施 形 態 の 離 床 判 定 装 置 （ 10
） で は 、 体 動 信 号 が 体 動 判 定 閾 値 を 上 回 り 、 就 寝 者 が 改 め て 粗 動 を 生 起 し た 場 合 の み に 離
床 判 定 が 行 わ れ る の で 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 無 駄 な 離 床 判 定 動 作 を 禁 止 す る こ と が
で き る 。 し た が っ て 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に よ る 離 床 判 定 の 演 算 処 理 の 負 荷 を 省 く こ と が
で き 、 更 に は 、 無 駄 な 離 床 判 定 動 作 に 伴 う 誤 判 定 も 削 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 　 － 実 施 形 態 の 変 形 例 －
　 上 記 実 施 形 態 の 離 床 判 定 手 段 （ 34） に は 、 体 動 離 床 判 定 閾 値 、 呼 吸 離 床 判 定 閾 値 、 及 び
心 拍 離 床 判 定 閾 値 か ら 成 る ３ つ の 離 床 判 定 閾 値 を 記 憶 さ せ 、 体 動 信 号 、 呼 吸 信 号 、 及 び 心
拍 信 号 の う ち ２ つ 以 上 の 信 号 レ ベ ル が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 と な る と 就 寝 者
が 離 床 し て い る と 判 定 す る よ う に し て い る 。 し か し な が ら 、 離 床 判 定 手 段 （ 34） に 呼 吸 離
床 判 定 閾 値 及 び 心 拍 離 床 判 定 閾 値 の み を 記 憶 さ せ 、 呼 吸 信 号 と 心 拍 信 号 と の 双 方 の 信 号 レ
ベ ル が 、 各 々 に 対 応 す る 離 床 判 定 閾 値 以 下 と な る と 就 寝 者 が 離 床 し て い る と 判 定 す る よ う
に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 つ ま り 、 こ の 変 形 例 で は 、 図 ５ に 示 す 離 床 判 定 動 作 に お い て 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ が 省 略 さ れ
る 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ に お い て は 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ 及 び ス テ ッ プ Ｓ ５ の 判 定 条 件 が 両 方 成 立
す る 場 合 に 「 離 床 」 と 判 定 さ れ る 一 方 、 こ れ ら の 判 定 条 件 が 両 方 成 立 し な い 場 合 に は 「 在
床 」 と 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ま た 、 こ の 変 形 例 に お け る 更 新 手 段 （ 36） は 、 図 ６ に 示 す 「 更 新 モ ー ド 」 時 に お い て 、
ス テ ッ プ Ｓ １ ２ が 省 略 さ れ る 一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ， Ｓ １ ４ に お い て 呼 吸 信 号 と 心 拍 信 号
の み を 記 憶 し 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ５ で は 、 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 の 最 小 値 に 基 づ い て 呼 吸 離 床
判 定 閾 値 と 心 拍 離 床 判 定 閾 値 と が 更 新 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 こ の 変 形 例 で は 、 寝 具 の 周 辺 の 震 動 源 等 の 影 響 に よ っ て 特 に ノ イ ズ が 重 畳 し 易 く な る 体
動 信 号 を 離 床 判 定 に 利 用 せ ず 、 こ の よ う な ノ イ ズ が 重 畳 し に く い 呼 吸 信 号 及 び 心 拍 信 号 に
基 づ い て 離 床 判 定 を 行 う よ う に し て い る 。 し た が っ て 、 こ の よ う な 震 動 源 に 起 因 す る 離 床
／ 在 床 の 誤 判 定 が 抑 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 な お 、 以 上 の 実 施 形 態 は 、 本 質 的 に 好 ま し い 例 示 で あ っ て 、 本 発 明 、 そ の 適 用 物 、 あ る
い は そ の 用 途 の 範 囲 を 制 限 す る こ と を 意 図 す る も の で は な い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
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【 ０ ０ ６ ５ 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 は 、 就 寝 者 が ベ ッ ド 等 の 寝 具 に 在 床 中 で あ る か 離 床 中 で あ
る か を 判 定 す る 離 床 判 定 装 置 に つ い て 有 用 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ６ 】
【 図 １ 】 実 施 形 態 に 係 る 離 床 判 定 装 置 の 概 略 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 睡 眠 セ ン サ の 概 略 構 成 を 示 す 縦 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 回 路 ユ ニ ッ ト の 各 構 成 要 素 を 概 念 的 に 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 体 動 信 号 と 体 動 判 定 閾 値 と を 説 明 す る た め の グ ラ フ で あ る 。
【 図 ５ 】 離 床 判 定 動 作 を 説 明 す る フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ６ 】 離 床 判 定 閾 値 の 更 新 動 作 を 説 明 す る フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ７ 】
10  離 床 判 定 装 置
20  体 動 検 知 手 段
32  呼 吸 抽 出 手 段
33  心 拍 抽 出 手 段
34  離 床 判 定 手 段 （ 判 定 手 段 ）
36  更 新 手 段
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(13) JP 2007-97996 A 2007.4.19



フロントページの続き

(74)代理人  100115059
            弁理士　今江　克実
(74)代理人  100115691
            弁理士　藤田　篤史
(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(72)発明者  樋江井　武彦
            大阪府堺市金岡町１３０４番地　ダイキン工業株式会社堺製作所金岡工場内
(72)発明者  重森　和久
            大阪府堺市金岡町１３０４番地　ダイキン工業株式会社堺製作所金岡工場内
Ｆターム(参考) 4C038 VA04  VB31  VB33  VC20 
　　　　 　　  4C117 XA01  XB01  XC02  XD22  XE13  XE24  XE26  XE30  XE52  XJ09 
　　　　 　　        XJ13 

(14) JP 2007-97996 A 2007.4.19



专利名称(译) 离床判定装置

公开(公告)号 JP2007097996A 公开(公告)日 2007-04-19

申请号 JP2005294715 申请日 2005-10-07

[标]申请(专利权)人(译) 大金工业株式会社

申请(专利权)人(译) 大金工业株式会社

[标]发明人 樋江井武彦
重森和久

发明人 樋江井 武彦
重森 和久

IPC分类号 A61B5/11 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/1115 A61B5/1102 A61B5/113 A61B5/6892

FI分类号 A61B5/10.310.A A61B5/00.101.R A61B5/10.315 A61B5/11 A61B5/113

F-TERM分类号 4C038/VA04 4C038/VB31 4C038/VB33 4C038/VC20 4C117/XA01 4C117/XB01 4C117/XC02 4C117
/XD22 4C117/XE13 4C117/XE24 4C117/XE26 4C117/XE30 4C117/XE52 4C117/XJ09 4C117/XJ13

代理人(译) 前田弘
竹内浩
高久岛
竹内雄二
藤田淳
杉浦 靖也

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种升降床判定装置，即使由于除了睡眠者的身体
运动之外的振动而在身体运动信号上叠加噪声，也能够高精度地确定睡
眠者的升降床判定。 睡眠确定装置包括睡眠传感器（20），用于检测伴
随睡眠者身体运动的身体运动信号;呼吸提取装置（32），用于从身体运
动信号中提取与睡眠者呼吸相关的呼吸信号并且，心跳提取装置（33）
用于提取心跳提取信号，用于从身体运动信号中提取伴随睡眠者的心跳
的心跳信号。当身体运动信号，呼吸信号和心跳信号中的两个或更多个
的信号电平等于或小于与每个信号对应的缺席床确定阈值时，从床出口
确定装置确定睡眠者正在离开床。 点域4

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b7fcf06c-548a-41b2-9543-df8a765552a4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038025502/publication/JP2007097996A?q=JP2007097996A

